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◆春の全道火災予防運動が実施されます！

【統一標語】

「忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認」
【運動期間】

４月２０日（土）から４月３０日（火）までの１１日間

【目的】
火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり火災予防思想の普及を図り、火

災発生を防止し、火災から人命と財産を守ろうと今年も全道一斉に春の全道
火災予防運動が行われます。

◆サイレンを鳴らします！

消防署猿払支署では、運動期間中（２０日、２５日、３０日）の３回、

１９時に３０秒間サイレンを鳴らしますので火災とお間違えのないようお知

らせいたします。

◆ゴミ焼きはやめましょう！

屋外でのゴミ焼き行為は、法律で禁止されています。小さな火から取り返
しのつかない大きな火災へと拡大する恐れがありますので、外でのゴミ焼き
は行わないようお願い致します。

◆住宅用火災警報器の点検をしましょう！

住宅用火災警報器の設置が義務化され、まもなく８年が経過します。
一般的には、１０年に一度の電池交換もしくは、本体交換が推奨されてい

ます。

ご理解とご協力お願いします

薪ストーブによる火災に注意～
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～薪ストーブによる火災に注意～
近年、薪ストーブを原因とした火災が多発して

います。使用方法や設置状況を確認し、安全に使
用しましょう。また、使用前には点検を行いま
しょう。

◎火災を防止するポイント

１.ストーブ本体や煙突を正しく設置すること。
薪ストーブ・ペレットストーブやその煙突を設置する際は、火災予防の

ために可燃物から一定の距離を取るなど、火災予防条例の基準に従って設
置する必要があります。

２.低温着火を防止する。
ストーブ本体や煙突の熱が周囲の木材を長期間

熱し、炭化することで低温で発火する現象です。
壁の内部や屋根裏など見えないところで進行し、
突然火災に至ります。ストーブ本体や煙突から離
隔距離が必要です。設置状況を確認しましょう。

３.煙道火災を予防する。
煙突内にタールが溜まると、煙突内で火災が発生することがあります。

煙突内から金属音やひび割れ音が発生した場合は煙道火災の可能性があ
ります。

４.過熱を防止する。
過熱はストーブや煙突の損傷につながります。ストーブに設定された

温度以上に焚きすぎないよう注意しましょう。

５.適切な燃料を燃やす。
ストーブでゴミを焼却することはできません。

人体に有害なガスが発生し、機器の腐食や損傷

につながります。また、湿った薪を燃やすと煤

やタールが溜まりやすくなり、煙道火災の原因

になります。


